


１　土地収用法の手続の概要

２　裁決等の状況

３　事業認定について
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第 ２ 節　  土　地　収　用

　道路、鉄道、河川、公園などの公共の事業のために土地が必要となった場合、通常は、事業の施行者（起

業者）が土地所有者と話し合って、土地売買契約により土地を取得します。しかし、補償金の額などで合意が

できなかった場合、起業者は土地収用法の規定に基づいて、収用委員会に対して収用の裁決を申請すること

ができます。

　収用委員会では、審理において起業者や土地所有者の主張を聞き、鑑定や調査を行い、収用する土地の

範囲、補償金の額などについて裁決します。

　この裁決により、補償金の支払いを経て、土地の引き渡しが行われることになりますが、土地の引き渡しが

行われない場合は、行政代執行の手続きに移行します。
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← →収用委員会における手続き

　収用委員会における裁決等の状況は次のとおりです。

　収用委員会に裁決申請する前段階として、事業認定を受ける必要があります。

　処分の機関別の事業認定の状況は次のとおりです。
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